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iOS Android

令和６年12月末現在の ●人口　13,666人（前月比－16人） 男6,837人（－10人）
　（外国籍除く） （前年比－111人） 女6,829人（－６人）

●外国人人口317人（前月比±0人）男186人（＋7人）女131人（－7人）
●世帯数5,109世帯（外国人のみの世帯含む）人口の動き

聖籠町公式 SNS

LINE Ｘ（旧ツイッター）

亀塚練馬
　12月22日（日）、亀塚集落の伝統行事「亀塚練
馬」が盛大に行われました。
　亀塚練馬は、享保４年（1719年）から約300年
続く町の無形民俗文化財で、巨大なしめ縄（練馬）
を諏訪神社に奉納する勇壮な行事です。
　「いっぽんなれや！」の掛け声とともにしめ縄を
威勢よく押し上げる様子は圧巻でした。



役場申告会場
２月17日（月）～３月17日（月）

　（土、日、祝日を除く）
　午前８時45分～11時30分
　午後１時15分～４時
役場１階会議室

※ 税務署から「確定申告のお知らせ」が送付さ
れている方は、必ずご持参ください。

必要書類について
　申告に必要な様式は、役場・税務署の窓口
および国税庁ホームページで配布しています。
また、国税庁ホームページの「確定申告特集」
のページでは、よくあるお問い合わせなど、
申告に必要な情報が掲載されていますので、
ぜひご覧ください。

次の方は税務署（新発田市カルチャーセンター）での申告をお願いし
ます
◎住宅ローン控除（初年）、外国税額控除、雑損控除を受けたい方
◎損失申告をされる方（繰越控除の適用を受けたい方）
◎土地建物・株式などの譲渡所得や先物取引の雑所得がある方
※ 上記以外でも、町で適切な指導を行えないと判断した場合、カルチャーセンターでの申告をご
案内します。

その他、申告が必要か分からない方へ
　例年住民税を納めている方で、申告すべきかどうか分からない方は、会場にお越しいただくこ
とをお勧めします（ご相談だけでも構いません）。

医療費控除明細書や収支内訳書は
ご自宅で作成してください
　医療費控除明細書や農業所得などの収支内
訳書などの作成は事前に済ませてからお越し
ください。作成されていない場合、記載台に
て作成してからのご案内となります。あらか
じめご留意ください。
　なお、医療保険者から交付を受けた医療費
のお知らせ（医療費通知）をご持参いただくこ
とで、明細書の記入を省略できます。
　また、「医療費控除の明細書【内訳書】」を添
付した場合でも領収書は自宅などで５年間保
存する必要があります（税務署から提示または
提出を求められる場合があります）。

今年からの変更点
①集落ごとの日程について
　集落ごとに目安の日程を設定していましたが、その日に来ることが難しい旨のご相
談が多いため、設定をやめました。各自ご都合のつく日にお越しください。参考まで
に、例年、初週や最終週が混雑する傾向にあります。

②受付時間について
　今年から、受付時間を以下のとおり変更します。ご理解、ご協力をお願いします。

午前の部 午後の部

昨年まで ８時30分～11時30分 １時～４時30分

今年から ８時45分～11時30分 １時15分～４時
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利用者識別番号の取得について
　税務署からの要請で、「利用者識別番号」をお持
ちの方について、確定申告書を電子送信させてい
ただいているところです。「利用者識別番号」の取
得をされていなかった方には、新規取得にご協力
いただきありがとうございました。
　今年も、まだ番号を取得されていない方が申告
された場合、番号が必要な方には相談受付時にお
声がけしますので、ご協力をお願いします。
　なお、ご自身での取得が難しい場合は、職員が
取得をお手伝いします。また、スマホからご自身
で取得いただくことも可能です。その場合、受付
時に取得する必要がなくなるため、その分申告時
間が短くなります。
※ 青色申告の方など、電子送信できない方もいま
す。その場合、番号は必要ありません。

※「利用者識別番号」と「マイナンバー」は別です。
※ マイナンバーカードをお持ちの場合、スマホを
使うことで簡単に確定申告が行えます。詳しく
は次のページをご覧ください。

確認不要で作成済の確定申告書に
ついて
　作成済みの確定申告書をお持ちいただいた方は、
職員の確認が不要な場合、会場内に回収用の箱を
ご用意しましたので、箱の横にある封筒に封入し、
そちらへ投函ください（その場合、お並びいただく
必要はございません）。なお、以下の点にご注意く
ださい。
① 内容の確認を希望される場合、番号札を取りお
並びください。
② 添付が必要な書類を忘れていないかご確認くだ
さい（例：医療費控除明細書、寄附金受領書）。

③ 申告書へのマイナンバーの記載と、マイナンバー
および身分の確認書類の同封を忘れていないか
ご確認ください。確認書類として同封が必要な
ものは、以下２通りのいずれかになります。
　 　マイナンバーカード
　 　マイナンバーがわかるもの＋身分証明書
　　　（例：通知カード＋運転免許証）

スマホによる申告について
　マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホに
より待ち時間なく簡単に申告することが可能です
（※マイナンバーカード読取対応機に限る）。
　マイナポータルにより連携することで、医療費
やふるさと納税の寄附金額が反映された状態で申
告できるため、控除し忘れる可能性が減ることも
メリットです。
　手順については、国税庁公式YouTubeチャンネ
ルをご確認ください。

消費税の申告をされる事業者の方へ
　当町では、消費税申告の作成補助は行っていま
せん（受取は行います）。作成補助を希望される場
合、新発田市カルチャーセンターでご申告くださ
い（整理券の取得が必要です。詳しくは次のページ
をご覧ください）。

ご自身で取得される際の手順は以下のとおりです。
①下の二次元コードからサイトヘアクセス。
②氏名などを入力し、「次へ」をタップ。
③ 住所などを入力し、「次へ」をタップ（１/１時点
で当町在住の場合、所轄税務署は「新発田」です）。

④暗証番号などを入力し、「確認」をタップ。
⑤内容確認し、問題なければ「送信」をタップ。
⑥ 番号が表示されるため、スクリーンショットな
どで記録。
⑦申告相談時、職員に番号をお伝えください。
（注） 「※必須」とある欄以外は入力を省略できます。

利用者識別番号の取得できるサイト
は、こちらの二次元コードからアク
セスできます。ご活用ください。

会場へお越しになる前に…お忘れ物はございませんか？　（代表的なものを記載しています。）
□　給与・公的年金の源泉徴収票
□　収支内訳書または決算書（自営業の方。記入済みのもの）
□　医療費控除の明細書【内訳書】（集計済みのもの）
□　国民健康保険税、国民年金の支払証明書
□　生命保険料・地震保険料の支払証明書

□　寄附金・ふるさと納税の受領証
□　通帳などの口座情報（還付を受ける場合）
□　マイナンバーが確認できるもの
□　利用者識別番号が確認できるもの
□　「確定申告のお知らせ」（税務署から届いた方のみ）

確定申告に関するお問い合わせ
新発田税務署　☎0254-22-3161（代表）または　役場税務課　税務係（内線143）
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◇ 　確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利
用するe-Taxが便利です。
　　確定申告会場に出向かずにご自宅から確定申告ができますので、ぜひe-Taxをご利用ください。
　 　また、マイナポータルとe-Taxを連携（マイナポータル連携）すると、確定申告書の該当項目が自動入
力されるため、医療費通知情報や寄附金受領証明書などを１件ずつ入力する必要がなく、書類の提出保
存も不要となり便利です。
　　さらに、給与所得や公的年金などの源泉徴収票なども自動入力の対象になります。
　 　なお、マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願
いします。この機会にぜひマイナポータル連携を使ったe-Taxをご利用ください。

≪確定申告などに関するお問い合わせ≫
　国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。

≪e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ≫
　「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」（☎0570-01-5901）
　【受付】月曜日～金曜日（休祝日などおよび12月29日～１月３日は除きます。）　

◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。
新発田市カルチャーセンター（新発田市本町４丁目16番83号）　　　　　
２月17日（月）から３月17日（月）まで（土、日および祝日を除きます）

　　※上記期間は、新発田税務署庁舎では、申告相談を行っていません。
　相談受付：午前８時30分から午後４時まで

○確定申告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。
①国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
② 各会場で当日配付（配付状況により、午後４時前でも相談受付を終了する場合があり
ますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。）
※ 上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。２月14日（金）以前に所得税・個
人消費税・贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時などを電話予約い
ただく必要がありますので、予約なくお越しいただいても対応できません。
※ 確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。
マイナンバーカードと併せてパスワード（①署名用電子証明書用 英数字６～16文字、②利用者証明用電
子証明書用 数字４桁）が分かるようにしてお越しください。

≪書面による申告書などをご提出される方へ≫
　令和７年１月以降、確定申告書などの控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。申告書な
どの提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
※ 　e-Taxを利用すると、申告書などデータの送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確
認することができます。ぜひご利用ください。
　 　また、確定申告会場では、ご自宅で作成された申告書の検算（金額の確認など）や書面による申告書の
作成はしていませんので、e-Taxまたは郵送などでの提出をお願いします。

税務署から確定申告のお知らせ

国税庁LINE
公式アカウント

≪マイナポータル連携はこちら≫≪確定申告はこちら≫
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　１月下旬から２月上旬にかけて、町から各世帯に「令和７年度聖籠町住民健診意向調査書」を配付します。
下記をご確認の上、健診を受ける・受けないにかかわらず全世帯ご提出をお願いします。

聖籠町住民健診意向調査書をご提出ください

Q　提出先の隣組（班）長が誰かわからない。
　→A　住民健診意向調査書を区長もしくは町保健福祉センターへ直接提出してください。

Q　住民健診意向調査書の提出期限が過ぎてしまっていた！
　→A　町保健福祉センターへ直接提出してください。

Q 　今年の４月以降に75歳になる国民健康保険加入者です。75歳になった後に、人間ドックを受
けた場合、町から助成は出ますか。
　→A 　75歳になった方は、新潟県後期高齢者医療制度へ加入するため、新潟県後期高齢者医療制

度から助成が出ます。町の国民健康保険の助成手続きと異なるのでご注意ください。詳しく
は、役場町民課保険係（☎27-2111）へお問い合わせください。

・よくある質問

「向き合おう　自分のからだが教えてくれる　年に１度の健康診断」
健康せいろう21　緑丸の健康10か条より

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　健康推進係　☎27-6511

〇社会保険被扶養者の41～74歳の方
　 　特定健診は、社会保険が発行する「特定健診受診券」が必要になります。ただし、保険者（健康
保険証・資格確認書などの発行元）によっては町では受けられない場合もありますので必ず保険
者に確認してください。

・お申し込みについての注意事項

〇胸部レントゲンおよびがん検診
　　加入保険に関係なく町民の方であればどなたでも受診できます。
　　検診の種類によって対象が異なりますので下記をご確認ください。

※健診（検診）内容などの詳細は、住民健診意向調査書に同封したピンク色のご案内をご確認ください。

検診種類 対象者

胸部レントゲン検診 40歳以上

胃がん検診 40歳以上

大腸がん検診 おおむね40歳以上

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（今年度受診していない方）

乳がん検診 40歳以上の女性（今年度受診していない方）
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令和７年４月から
児童クラブの土曜日開設
場所を山倉児童クラブに
集約します

２月10日（月）に
児童手当を振り込みます
　児童手当の２月支払い分（令和６年
12月～令和７年１月分）は、２月10
日（月）に受給者指定の金融機関口座
に振り込みます。個人への支払通知
は、この紙面をもって代えさせてい
ただきます。
　また、制度改正に関する申請は、
令和７年３月31日までです。令和７
年４月以降の申請の場合、手当を受
給できない期間が発生する場合があ
りますので、ご注意ください。

子ども教育課
　子ども・子育て支援係（内線312）

　児童クラブ職員の継続的な人材確
保および安定的な児童クラブの運営
を行うため、令和７年４月から土曜
日の開設場所を町内３児童クラブか
ら山倉児童クラブに集約することと
します。
　利用者の皆さまにはご不便をおか
けしますが、ご理解のほどよろしく
お願いします。

児童クラブの土曜日開設場所
（令和７年４月から）
　【変更前】
　蓮野児童クラブ、山倉児童クラブ、
　亀代児童クラブ

　【変更後】
　 山倉児童クラブ
　（聖籠町大字桃山753番地）
※ 開設場所集約に伴う開設時間の変
更はありません。

子ども教育課
　子ども・子育て支援係（内線312）

マイナンバーカードの特急申請を
受け付けています

　１歳未満のお子様や国外から転入された方、マイナンバーカード
を紛失した方などを対象に、マイナンバーカードの特急発行が始ま
りました。
　通常、マイナンバーカードは、申請から交付まで約１か月かかり
ますが、特急発行では１週間程度で交付できます。

〇費用
　紛失など、本人の過失により再申請をする場合は、電子証明書の
料金を合わせて2000円（通常申請の場合は1000円）です。そのほか
の場合は無料です。

　申請には、役場町民課の窓口に本人確認書類（運転免許証など、写
真つきのもの１点と写真なしのもの１点）を持って、ご本人様がおい
でください。15歳未満の場合は、同行する保護者の方の本人確認書
類も必要です。

〇対象者と申請期限

　この他にも対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせく
ださい。

対象者 申請期限

・申請日時点で１歳未満の人 初めての誕生日の前々日まで

・国外から転入した人

対象となった事柄が発生した
日から30日以内

・住民票に新たに記載された人

・ 追記欄の余白がなく、最新の情
報が記載できなかった人
・ カードの損傷や機能が損なわれ
た人

・カードを紛失した人

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線111）

特急申請の対象者が通常の申請を
選ぶこともできます。

マイナンバーカードの新規申請も
いつでもお待ちしています。
疑問や困ったことがあったら
いつでも相談してくださいね。
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スマホの紛失・盗難にご注意
～クレジットカードや電子決済サービスを

不正利用されてしまう事例～

スト
ップ
！

　ザ
・悪
徳商
法

役場町民課
消費生活センター
☎27-1958（直通）

※来所の際は事前にお電話
いただけると確実です

令和 7 年 2 月
172

消 費 生 活

弁護士による無料の相談会弁護士による無料の相談会
　契約やお買い物のトラブル、借金問題など、消費生
活に関わるお悩みについて、弁護士の助言を無料で受
けることができます。
　ご希望の方は、２月６日（木）までにお申し込みくだ
さい。
２月８日（土）午前９時～正午
聖籠町役場１階　住民相談室
聖籠町消費生活センター☎27-1958

・スマホをどこかに置き忘れて、何者かにタッチ決済で電子マネーを使われた。
・ 酒に酔ってベンチで眠っている間にスマホと財布を盗まれ、クレジットカードを不正利用された。
  指紋認証でスマホをロック解除され、アプリで暗証番号を照会されたようだ。
・ 電車内でスマホにワイヤレスイヤホンをつないで音楽を聴いていたら眠ってしまい、スマホを盗まれて
電子決済アプリを不正利用された。犯人は暗証番号を入力して決済したらしい。

・暗証番号・パスワードは使い回さない。自動入力機能をなるべく使わない。
・画面ロック機能を普段から使い、遠隔操作でロックする方法も調べておく。
・クレジットカードや決済サービスの利用限度額を見直しする。
・ 公共の場で眠ったり、バッグやスマホを置き忘れないよう注意する（ずさんな管理によってクレジット
カードや各種決済アプリを不正利用された場合は、支払いを免除されないので注意）。

○すぐにスマホをロックする
　・機種によっては、他の端末からスマホをロックする機能があります。
　・通信会社によっては、遠隔操作でロックするサービスがあります。
○カード会社、決済サービス会社に連絡し、利用を停止する
○警察に遺失物届を出す
○個人信用情報機関の『本人申告制度』を利用する
　・ 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書も紛失・盗難されたなど、自分の名義で借金され
ることが心配な場合は、信用情報機関に「紛失・盗難にあった」という情報を登録しておくと、もしも
融資の申し込みをされた時に、審査の参考にしてもらうことができます。

　　くわしくは　   個人信用情報機関　本人申告制度

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他7　R7.2 広報聖籠



交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27-2111（内線２８４）

交 通
安 全
vol.273

今日も一日交通安全

　12月20日（金）の午後７時30分から、町内の酒類販売
店と飲食店に、飲酒運転撲滅のための訪問を行いまし
た。
　お店の方や来客へ、啓発物のトイレットペーパーを
配布しながら呼びかけました。

区分
年

11月
（うち高齢者数）

１月～11月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和６年 2　　
（1） ０ 2　

（0）
17
（8） ０ 19

（1）

令和５年 0
（0） ０ 0

（0）
19
（6） ０ 21

（2）

増　減 2
（1） ０ 2

（0）
－2
（2） ０ －2

（－1）

町の交通事故発生状況町の交通事故発生状況

　歩行時・運転時、降雪など天候によっては前が見えにくかっ
たり、音が聞こえにくくなることがあります。十分に注意し
て、余裕のある行動を心がけましょう。

　歩行者・自転車利用者は、反射材を身に着け、ドライバー
は、ヘッドライトの上向きと下向きをこまめに切り替えるこ
とで、お互いを遠くから早く発見することができ、交通事故
の未然防止につながります。

「トイレットペーパーは水に流せても
罪は水に流せない」

飲酒運転は絶対ダメ‼

　12月11日（水）、山倉小学校の通学路の交差点３か所において街頭指導を行い、下校
中の児童に横断歩道の安全な渡り方などを指導しました。

［協力団体］
新発田警察署
新発田地区交通安全協会聖籠支部
町交通安全母の会

「しっかり止まって
確認してね」

「“渡るよサイン”の
手をあげて」

　12月４・５・６日の３日間、聖海荘において、老人クラブの方々を対象とした高齢者研修会を開催し、各小学校区から
参加していただいた135名の皆さまに、交通安全について学んでいただきました。
　新発田警察署と新発田地区交通安全協会の講話、町交通安全母の会は交通安全ゲーム、町交通安全指導員は、交通事故
の悲惨さを訴えたDVD「かなわぬ夢」の上映と寸劇を行いました。事故にあわないあわせないために、反射材の必要性や一
時停止は確実に止まること、自転車のスマホ使用・酒気帯び運転などの罰則強化など交通ルールについて再確認していた
だきました。

12月４日（水）蓮野地区 12月６日（金）亀代地区12月５日（木）山倉地区

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

自転車も！

反射材、
さっそく
カバンに
着けました。

広報聖籠 R7.2　8



自転車用ヘルメット購入補助金事業を実施しています
　今年度、町では自転車用ヘルメット購入補助金事業を実施しています。自転車事故には
　　・自転車事故で亡くなられた方の約５割が頭部に致命傷を負っている
　　・ヘルメット有りに比べてヘルメット無しの場合、致死率が約1.9倍高い
という特徴があり、命を守るために自転車用ヘルメットは非常に重要です。新学期に備えて、
補助金を利用して購入してみてはいかがでしょうか。

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

〝
い
ざ
〞
と
い
う
と
き
は

　
　
　

  

１
１
９
番
を
！

　

救
急
車
や
消
防
車
が
必
要
な
と
き

は
必
ず
１
１
９
番
す
る
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。
最
寄
り
の
消
防
署
や
分

署
、
出
張
所
へ
電
話
す
る
よ
り
も
救

急
車
や
消
防
車
が
早
く
現
場
に
到
着

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
の
、
通
信
指
令
室
の
指
令
シ

ス
テ
ム
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
さ
れ

て
お
り
、
１
１
９
番
さ
れ
る
と
自
動

で
通
報
さ
れ
た
方
の
住
所
や
位
置
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
よ

り
早
く
車
両
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
最
寄
り
の
消
防
署
や
分
署
、

出
張
所
へ
電
話
を
し
て
も
必
ず
救
急

車
や
消
防
車
が
待
機
し
て
い
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
１
１
９
番
す
る
こ
と

で
、
通
報
し
て
い
る
方
に
最
も
近
い

車
両
が
向
か
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
救
急
車
や
消
防
車
が
必
要
な
と

き
は
必
ず
１
１
９
番
す
る
よ
う
に
お

願
い
し
ま
す
。

 

新
発
田
消
防
本
部　

通
信
指
令
室　

　

☎
０
２
５
４
‐
２
２
‐
１
１
１
９

　申請期限は令和７年３月31日となります。期限が近づいていますので、すでに購入された方は申請し忘
れていないか確認をお願いします。
　また、これから購入される方は期限に間に合うように、早めの購入と早めの申請をお願いします。

役場生活環境課　地域安全係（内線283）

注
意
！

対象者
　令和７年（2025年）３月31日（月）時点で18歳以下である町民の方
　注：中学生通学用ヘルメット購入補助金との重複受給はできません。

対象物
　 令和６年４月１日（月）から令和７年３月31日（月）までの期間に購入し、以下のいずれかの安全基準
の認証を受けている新品の自転車ヘルメット

　注：オークションや個人間売買、譲渡品、未使用品含む中古品は対象外です。

補助金額
　・自転車ヘルメットを購入した費用の２分の１（100円未満切捨）
　　注：ポイントなどを使用した場合、割引後の金額が購入費用になります。
　・使用者１人につき上限1000円

申請期限
　令和７年３月31日（月）

申請に必要な書類
　① 申請書（右の二次元コードからダウンロード可能、役場生活環境課窓口でもお渡しします）
　②対象者の住所・氏名・生年月日がわかる身分証明書類
　③ヘルメットの購入日・金額・品名がわかる領収書（レシート）
　④ヘルメットに付いている安全認証マークの写真

9　R7.2 広報聖籠



総
務
課

■
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
小
竹
佳
子
氏
が
再
任

昨
年
12
月
の
町
議
会
定
例
会
で
、

12
月
19
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と

な
っ
た
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
小
竹
佳
子
氏
の
再
任
が
同

意
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
６
年
12
月
20
日
か
ら

令
和
９
年
12
月
19
日
ま
で
の
３
か
年

で
す
。

総
合
政
策
課

１
月
23
日
（
木
）

■
令
和
６
年
度
第
５
回
聖
籠
町

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
推
進
会
議
開
催

令
和
７
年
度
を
始
期
と
す
る
新
た

な
総
合
戦
略
の
策
定
に
向
け
て
、
今

年
度
の
最
終
回
と
な
る
第
５
回
会
議

で
は
次
の
議
事
を
審
議
し
ま
し
た
。

①
前
回
会
議
ま
で
の
検
討
事
項

②
具
体
的
な
施
策
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
検
討

に
つ
い
て
（
基
本
目
標
３
：
ま
ち

づ
く
り
）

③
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
５
と
第
３

期
総
合
戦
略
の
素
案
に
つ
い
て

④
今
後
の
対
応
予
定
に
つ
い
て

推
進
会
議
で
の
審
議
を
踏
ま
え
て

作
成
し
た
次
期
総
合
戦
略
の
素
案
へ

の
ご
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
ご
意
見
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（
16
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

教
育
未
来
課

12
月
25
日
（
水
）

■
令
和
６
年
聖
籠
町
教
育
委
員
会

第
12
回
定
例
会
開
催

・
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
に
つ

い
て
（
聖
籠
町
育
英
資
金
の
返
還

猶
予
）

・
聖
籠
町
立
学
校
教
職
員
の
職
務
に

専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

公
布
に
つ
い
て

・
聖
籠
町
学
校
給
食
費
の
徴
収
に
関

す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
に
つ
い
て

・
令
和
５
年
度
教
育
に
関
す
る
事
務

の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検

及
び
評
価
に
つ
い
て

以
上
４
項
目
に
つ
い
て
協
議
し
ま

し
た
。

な
お
、
定
例
会
の
議
事
録
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

農
業
委
員
会

12
月
25
日
（
水
）

■
農
業
委
員
会
第
25
期

第
34
回
総
会
開
催

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
２
件

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
所

有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ
い
て

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
利

用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ
い
て

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
中
間
）
申
出
審
査
に
つ
い
て

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

以
上
５
項
目
が
審
議
さ
れ
、議
決
・

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
報
告
事
項
が
あ
り
ま
し

た
。な

お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

町
の
動
向

町
の
動
向

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

役
場
休
日
・
夜
間
窓
口

役
場
１
階

町
民
課

【
２
月
の
休
日
役
場
窓
口
】

２
月
８
日
（
土
）

午
前
９
時
〜
正
午
ま
で

【
２
月
の
夜
間
窓
口
】

２
月
26
日
（
水
）午

後
８
時
ま
で

役
場
町
民
課

町
民
サ
ー
ビ
ス
係

（
内
線
１
１
１
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受

け
取
り
、
申
請
や
住
民
票
の
交

付
な
ど
通
常
の
時
間
内
に
来
庁

が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

受
付
で
き
る
業
務
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他 広報聖籠 R7.2　10



Ｑ

　令和６年12月25日、屋内遊び場の整備に関して町が委員会に意見を求めた事項（施
設の要否・候補地・規模や内容）について、計10回の調査検討を経てまとめられた意見
書が宍戸委員長から西脇町長へ手渡されました。　
　委員会からの主な意見は次のとおりです。
　町は意見書に基づき作成した町の基本方針（案）へのご意見を募集します。皆さんの
積極的なご意見をお待ちしています。（16ページをご覧ください。）

屋内遊び場整備に関する調査検討委員会から意見書が提出されました

※意見書は、町ホームページ
　（右記二次元コード）に掲載しています。

委員会からの主な意見（抜粋）
⑴　施設の要否について
・要整備の方向で検討を求める。
⑵　整備する場合の方法について
・ 委員会は新たな町のシンボル、地域活性化の観点
から新設による施設整備が望ましいと考えるが、
一方で、新設の場合は、候補地の選定や地権者と
の交渉など、開設時期が遅れる可能性や整備コス
トの負担なども考慮すると既存施設の改修もやむ
を得ないと考える。
⑶　候補地について
・ 道路アクセスが良い所、または町の中心エリアで
検討を求める。

・ 施設が整備される地区から遠くに住む子どもや、
共働きなどで保護者の送迎が難しい子どもであっ
ても、安全に遊び場へ行くことができる方法につ
いても検討を求める。

⑷　規模や内容について
・ 対象を小学生以下に絞り、乳幼児だけが遊べるスペースな
ど成長段階に応じたゾーニングと安全に配慮したエリア分
けや、工作や学習スペースなど運動以外のエリア整備につ
いて検討を求める。
・ 遊具は、町民アンケート結果で要望の多い、ネットアスレ
チック、大型滑り台、ボルダリングやデジタル遊具、また、
障がいの有無に関わらず遊べるインクルーシブ遊具につい
ても検討を求める。
・ 利用料金は、近隣自治体を参考として、維持管理コストや
財政負担、施設を利用する方と利用しない方との公平性の
観点も考慮し、利用者負担を求めるか否かを判断すること。
・ その他、全館冷暖房は必須であり、施設内では、遊びの指
導が可能なスタッフや保育士の配置、一時預かり事業の実
施、同伴する保護者も楽しめるカフェや飲食スペースの設
置についても併せて検討を求める。

お問い合わせ　役場総合政策課　政策係（内線262）

通
学
バ
ス
に
つ
い
て

大
夫
地
区
に
住
ん
で
い
ま
す
。

山
倉
小
学
校
ま
で
１
・
７
キ
ロ
ほ

ど
あ
る
よ
う
で
す
。
雨
、
雪
の
日
に

歩
く
の
は
心
配
で
す
。

通
学
バ
ス
は
今
度
だ
し
て
い
た
だ

け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

町
か
ら
の
回
答

（
担
当

子
ど
も
教
育
課
）

こ
の
度
は
、
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ

ス
に
関
し
て
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

町
の
小
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
あ

り
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
有
識
者
や

町
民
を
含
め
た
関
係
者
に
よ
る
検
討

委
員
会
に
お
い
て
、
計
６
回
の
協

議
・
検
討
が
行
わ
れ
、
令
和
２
年
３

月
に
「
聖
籠
町
立
小
学
校
児
童
の
通

学
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
書
」
が

町
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
町
は
、
こ

の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
文
部
科
学
省

が
示
す
「
通
学
距
離
の
考
え
方
」
を

参
考
に
、「
聖
籠
町
立
小
学
校
ス
ク
ー

ル
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
要
綱
」
を

定
め
、「
通
学
す
る
小
学
校
か
ら
居

住
す
る
住
居
の
所
在
す
る
行
政
区
の

中
心
ま
で
の
道
の
り
が
２・
５
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
児
童
を
利
用
対
象

と
す
る
。」
と
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
こ
の
要
綱
に
該
当
す
る
行

政
区
は
、
蓮
野
小
学
校
区
で
は
、
藤

寄
、
旭
ヶ
丘
、
大
夫
興
野
、
甚
兵
衛

橋
集
落
と
な
っ
て
お
り
、
山
倉
小
学

校
区
で
は
、
四
ツ
屋
、
中
の
橋
、
蓮

潟
新
田
、
本
三
賀
集
落
と
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

QQ
＆＆
AA

町町
政政
ポポ
スス
トト

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
政
ポ
ス
ト
に
投
稿
の
あ
っ
た
町
政
に
対
す
る
ご
意

見
、
ご
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
紹
介
し
ま
す
。

町
政
ポ
ス
ト
は
が
き
や
Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
投
稿
い
た
だ
い
た
ご
意
見
・
ご
質
問

を
広
報
に
て
紹
介
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
投
稿
者
や
第
三
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
な

ど
、
投
稿
と
回
答
の
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

役
場
総
務
課

広
報
広
聴
係
（
内
線
２
２
２
）

（ 　　　　）

町の花　はまなす

このハガキは、町政に対する意見・提案の「町政
治ポスト」、または広報せいろう「ハガキ募集」に
お使いください。
なお、「町政ポスト」に頂いた意見・提案は広報
に掲載することがあります。予めご了承ください。
上記の「町政ポスト係行」か「ハガキ募集係行」
のいずれかに○印を書いてお出し下さい。

郵 便 は が き

料金受取人払郵便

新発田郵便局
承　　認

3049

差出有効期間
令和７年 5月
31日まで

切手を貼らずに
お出しください

〒住

所

氏

名

年

齢

　
　
　
　
　
　男
・
女

電

話

・
町
政
ポ
ス
ト
係

行

・
ハ
ガ
キ
募
集
係

行

新
潟
県
北
蒲
原
郡
聖
籠
町
大
字
諏
訪
山

一六
三
五
番
地
四

聖
籠
町
役
場
内

広
報
せ
い
ろ
う

9 5 7 0 1 9 0
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 ２   月   の   行   事
《相談事業》

ところ　役場第１会議室
◆行政相談
　12日（水）午前10時～11時30分
　 役場総務課（内線225）

ところ　結いハート聖籠
◆心配ごと相談（随時開催）
　 聖籠町社会福祉協議会
　　☎28-7110

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○１歳２か月児歯科健診
　３日（月）午後１時10分～
○３歳６か月児歯科健診
　４日（火）午後１時10分～
○１歳６か月児健診
　27日（木）午後１時～
○乳児健診
　28日（金）午後１時～

◆学級
○マタニティ教室
　18日（火）午後１時15分～
　 保健福祉課（町保健福祉センター内）
　　☎27-6511
　　聖籠子育てアプリ
　　登録はこちら！

INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図　書　館　　☎27－6166
町保健福祉センター
　保健福祉課　☎27－6511
　長寿支援課　☎20－7433
上下水道課　　☎27－5141
（上水道管理棟）
診　療　所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O RM A T I O N

２月25日（火）午後２時～３時30分
　（受付：午後１時30分～）

聖籠町保健福祉センター

「まもろう腎臓　うけよう検診」
　講師：新潟聖籠病院　顧問　本間則行医師
　 　腎臓を守るをテーマに糖尿病、高血圧、高脂血症な
どの生活習慣病との関係、「病気にならない」発症予防
と「悪化させない」重症化予防について、腎臓内科で活躍されている本間
先生に分かりやすくお話ししていただきます。

【定　員】先着20名
　　　　（申し込み期間：２月３日（月）～２月14日（金））
【参加費】無料
【感染症対策のためお願い】
　・ 参加される方はマスクを着用していただき、体調不良、発熱などの症状があ

る場合については参加をご遠慮ください。
　・ 天候などによりやむを得ず中止と判断した場合、連絡させていただきますの

で、お申し込みの際はお名前、ご連絡先をお伝えください。

・ 保健福祉課（保健福祉センター）　☎27-6511

聖籠町健康づくり講演会

３月14日（金）午後１時30分～３時30分
聖籠町町民会館　小ホール
「笑って納得！成年後見笑百科～自分らしい老後を過ごすために～」
　講師：不幸予防士　渋井保之氏（元裁判所首席書記官）

　 　成年後見制度について楽しく学び、老後に備え
今からできることを一緒に考えましょう。元裁判
所首席書記官が新潟弁で分かりやすく教えます。

【定　員】先着40名
【参加費】無料

・ 聖籠町社会福祉協議会
　　　権利擁護サポートセンター　☎28-7110

成年後見セミナーのご案内

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

２
月

５
日 

農
家
組
合
長
会
議

６
日 

 

豊
栄
郷
清
掃
施
設
処
理
組
合

議
会

14
日 

町
村
会
定
期
総
会
・
役
員
会

 

聖
籠
縣
信
会
新
年
会

17
日 

 

新
潟
東
港
地
域
水
道
用
水
供

給
企
業
団
議
会

22
日 

 

聖
籠
町
消
防
団
班
長
以
上
幹

部
研
修
会

28
日 

聖
籠
町
交
通
安
全
対
策
会
議
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げんきなよい子
出　生

琉
るい

斗
と

 ちゃん

惺
せい

 ちゃん

光
み

琴
こと

 ちゃん

葵
あ

陽
お

 ちゃん

M
ミ ハ エ ル

IKHAIL ちゃん

柚
ゆず

音
ね

 ちゃん

楓
ふ

羽
う

 ちゃん

茅
ち

星
ほ

 ちゃん

心
こ

春
はる

 ちゃん

日
ひ

菜
な

 ちゃん

美
み

音
お

 ちゃん

千
ち

倖
ゆき

 ちゃん

琴
こと

乃
の

 ちゃん

（渡辺　　翔）

（萩原　拓実）

（竹田　優紀）

（曽根　泰真）

（MASLEI DENIS）

（小近　俊平）

（赤 　利樹）

（内藤　　龍）

（渡辺　彩人）

（石塚　　航）

（横井　一樹）

（土田　　傑）

（林　　元紀）

大夫興野

亀　塚

山大夫

山大夫

汐美台

汐美台 

山大夫

別　條

亀　塚

二本松

次第浜

山大夫

汐美台

赤ちゃん 保護者 行政区

（注 1） 町役場へ届出を提出された方で届出の際にご
承諾をいただいた方のみ掲載しております。

（注 2） 略した文字で掲載しております。戸籍の氏名
と異なることがあります。ご了承ください。

ごめいふくをお祈りします
死　亡

高　橋　　　豊
ゆたか
さん

栗　原　チヨミさん

高　橋　ノ　セさん

諏　方　ヨシヱさん

宮　野　キクヨさん

坂　上　　　正
ただし
さん

本　間　サチ子
こ
さん

高　橋　テ　ルさん

五十嵐　希
き
代
よ
子
こ
さん

（41歳）

（94歳）

（96歳）

（83歳）

（101 歳）

（83歳）

（84歳）

（88歳）

（77歳）

亀 塚

苔 沼

網代浜

網代浜 

本三賀

二本松

本大夫

山諏訪山

ひばりが丘

氏　名 年齢 行政区

（注 1） 町役場へ届出を提出された方で届出の際にご
承諾をいただいた方のみ掲載しております。

（注 2） 略した文字で掲載しております。戸籍の氏名
と異なることがあります。ご了承ください。

 12 月の届出
　令和６年度の「英検*」検定料補助の申
請期限は、令和７年２月末日までです。
　受験した児童生徒の保護者の方でま
だ申請していない方は、期限までに申
請してください。
＊公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

【申請期限】令和７年２月28日（金）
 「英検」検定料について他の補助金の交付を受けておらず、次のい
ずれかに該当する方

　　① 英検受験日において町内の小中学校に在籍している児童生徒
の保護者

　　② 町外の小中学校（特別支援学校を含む。）に在籍している児童生
徒の保護者で、当該児童生徒の英検受験日において聖籠町内
に住所を有している方

【補助金額など】
　　① 検定料に２分の１を乗じた額（100円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）
　　②児童生徒１人につき同一年度内において１回

【申請方法】 次の書類を教育未来課へ直接持参するか郵送で提出して
ください。

　　　　　（住所：〒957-0192　聖籠町大字諏訪山1635-4）
　　①聖籠町英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書
　　　※ 聖籠町ホームページ→申請書等ダウンロード→教育未来課より
　　②英検の受験票の写しなど受験を確認できるもの
　　③領収書など、検定料の支払いを確認できるもの
　　④委任状（申請者と振込口座名義人が異なる場合のみ）

・ 教育未来課（内線310）

「英検」検定料補助の申請は
お済みですか？

幸せ多い人生を
婚　姻

新郎・新婦 行政区
渋　谷　悠

ゆう
　旦

た
 さん

（中津川）千
ち
　鶴
づる
 さん 甚兵衛橋 ｝

坂　井　柾
まさ
　則

のり
 さん

（尾　沢）玲
れ
　名

な
 さん 苔　沼 ｝

※指：指名競争入札　一：制限付一般競争入札

入札結果 入札日　11月26日～12月４日

件　　名 場　　所 契約額
（円） 業者名

納入完了日
または工事
（委託）期間
最終日

入札
方法
※

１ 町民会館多目的ホー
ル空調機設置工事 聖籠町町民会館 7,645,000 ㈱北聖 令和７年

２月28日 指

２ 中の橋三賀線（１工
区）道路舗装工事

聖籠町大字
三賀 地内外 9,219,100 ㈱加賀田組下越営業所

令和７年
３月21日 指

３
令和６年度松くい虫
被害木伐倒駆除（くん
蒸）業務委託（11月）

町内一円 20,020,000 北越緑化㈱聖籠営業所
令和７年
３月21日 指

４ アルミ製 ストレート
管そう（赤紐巻）購入

聖籠町役場
生活環境課 1,379,070 船山㈱

新潟支店
令和７年
３月19日 一

５ 結いハート聖籠防火
扉修繕工事 結いハート聖籠 3,883,000 ㈱諏訪建設 令和７年

３月14日 指

６
保健福祉センター松
くい虫被害予防樹幹
注入業務委託

聖籠町大字
諏訪山 地内 1,100,000 ㈲栗原

緑樹園
令和７年
１月31日 指

７
弁天潟風致公園松く
い虫被害予防樹幹注
入業務委託

聖籠町大字
蓮野 地内 1,573,000 北越緑化㈱聖籠営業所

令和７年
１月31日 指
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　町では、平成31（令和元）年度より少子化対策や多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図り、子
どもを産み育てやすい環境の一層の充実を図ることを目的とし、園・小・中学校に在籍する３歳児以上の
園児、児童生徒を３人以上養育している保護者に対して給食費の支援事業を行っています。

お問い合わせ　子ども教育課　学校支援係（内線307）

第３子以降の給食費支援金事業に関する申請手続きのご案内

１　 支援を受けることが
できる保護者の要件

①園・小・中学校に在籍する園児、児童生徒を３人以上養育していること
　（３歳児から中学生までで３人以上）
②町内に住所を有すること
③養育するすべての園児、児童生徒の給食費に未納がないこと
以上のすべてに該当することが要件です。

２　支援対象

保護者が実際に負担した令和６年４月分～令和７年３月分の第３子以降の園児、児
童生徒の給食費相当額が支援の対象です。
就学援助などの公的扶助制度によりすでに給食費相当額の給付を受けている場合は
対象となりません。ただし、国などから給食費の一部について給付または免除を受
けた場合（※例：就学奨励制度や園の副食費免除制度など）は、その差額を対象とし
ます。

３　申請期間・場所
令和７年２月14日（金）～３月７日（金）の間に、役場３階子ども教育課窓口で申請を
受け付けます。
※在籍園・校には提出せず、子ども教育課窓口までご提出をお願いします。　

４　必要書類など

①申請書（子ども教育課窓口および町ホームページに用意してあります。）
　トップページ左側
　 「聖籠町教育委員会」→「第３子以降の給食費支援金事業に関する申請手続きのご
案内」

②振込先の通帳（※保護者名義の預金口座に限る）の写し

５　審査および決定通知
養育するすべての園児、児童生徒の給食費について未納がないかを確認し、決定可
否を通知します。（５月中旬頃を予定しています。）

６　支給方法 申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。　

例②
含めない 第２子 第３子

◎
第１子

高校生 小学５年 小学２年中学生

※支援対象となる子（第３子以降）の考え方

※支援対象とならない子

例①
第１子 第３子

◎
第２子

中学生 園児
（３歳児）

小学生

例①
第１子 対象外

×
第２子

中学生 園児
（１歳児）

小学生

例②
含めない 第２子 対象外

×
第１子

高校生 小学５年 園児
（２歳児）

中学生

◎◎…支援対象となる子

高校生以上は含めずに、
園・小・中学校に在籍
している３人目以降の
お子さんが対象です。
（３歳児から中学生まで）

×… 支援対象とならな
い子

０～２歳児の園児は支
援対象外となります。
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育英資金貸与制度のご案内
　町では、将来を担う人材育成を目的として、大学から専修学校までの幅広い学生を対象に予算の範囲内で育英
資金の貸与制度を設けています。ご希望の方は下記申込期間内にお申し込みください。
※令和６年度以前に大学などに入学した方もお申し込みいただけます。

お問い合わせ　子ども教育課　学校支援係（内線312）

育英資金は返済が必要な奨学金です
・学生自身が借り、返還するものです。
　育英資金は、「もらう」ものではなく、学生自身が「借りる」ものです。
　保護者ではなく学生本人が、卒業後、返還していく義務を負います。

・借りすぎに注意してください。
　育英資金の必要性、返還の時の負担などを十分に考慮し、学資として必要となる適切な金額を借りるよう
にしてください。

・次の世代へ引き継がれます。
　学生が卒業後に返還するお金が次の世代の育英資金として使われます。

■貸与の額
　①貸与月額　自宅からの通学…４万円以内、自宅外からの通学…６万円以内
　②一時金（入学年度に限る）　大学…50万円以内、短期大学・高等専門学校・専修学校…30万円以内

■返還方法
　貸与期間終了後１年間の猶予期間を置き、貸与総額に応じた返還年数で返還していただきます。
　※利子は付きません。

貸与総額 返還年数 備考
1,940,000円まで 10年 短大・専門学校など
3,380,000円まで 15年 ４年生大学など
3,380,001円以上 20年 ６年生大学など

■貸与を受けることができる方（次の事項すべてに当てはまる方）
　①聖籠町に住所のある方の子弟
　②大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程の入学生または在学生
　③経済的理由により修学が困難な方（父および母または後見人の収入・所得が、家計基準以下である）
　④聖籠町育英資金の貸与を一度も受けていない方
　⑤ （独）日本学生支援機構・地方公共団体などの他の貸与型奨学金を受けていない方、または受ける予定のない
方（給付型奨学金との併用は可能となります。）

■申込手続
　【申込期間】令和７年２月３日（月）から３月31日（月）まで
　【申 込 先】子ども教育課（役場３階）
　【提出書類】 ① 育英生願書、②世帯全員分の住民票謄本、
　　　　　　③父および母または後見人の令和６年中の収入などに関する書類
　　　　　　　給与所得者　令和６年分の源泉徴収票の写し
　　　　　　　事　業　者　令和６年分の確定申告書の写し
　　　　　　　年金受給者　年金の源泉徴収票、支払通知書などの写し　
　　　　　　　※兼業農家などで給与収入と事業収入がある場合は、源泉徴収票および確定申告書の写しの提出が必要です。
　※上記の他、家計状況により別途添付書類をご提出いただく場合があります。
　※①育英生願書の様式は子ども教育課または町ホームページで取得できます。
　※ 願書の提出にあたり、連帯保証人が２人必要です。うち１人は町税などに滞納がない父または母、もう１人
は別世帯の成人の方となります。詳細は町ホームページをご覧ください。
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各種計画案への意見を募集します
　町では、現在、次の計画策定について、検討を進めています。各計画の策定にあたり、町民の皆さんと協働で行うため、
ご意見を募集します。皆さんの積極的なご意見をお待ちしています。

【共通事項】
　閲 覧 場 所： 町ホームページで公開するほか、①役場１階、②町保健福祉センター、③町民会館、④町立図書館の

各閲覧場所　※持ち出しおよびコピーはできません。貸出希望の場合は、各担当課へお越しください。
　意見提出用紙： 応募には閲覧場所に備え付けの用紙（町ホームページからダウンロードもできます）や町政ポストはが

きをご利用ください。その際は、次の事項を記載してください。
 ①タイトル（「○○計画への意見」など）　②氏名・住所・連絡先（電話番号またはメールアドレス）
 ③ご意見（何ページのどの部分かわかるように記載してください）
　提 出 方 法： 郵送・ファクス・Ｅメール、閲覧場所の回収箱または各担当課へ持参のいずれかの方法で提出してく

ださい。
 ※電話による意見などの受付は行いません。
　応 募 資 格：町内に居住している人および町内に通勤・通学している人
　そ　の　他： 意見提出用紙に記載された個人情報については、今回の意見提出手続きの目的にのみ利用し、その取

り扱いには十分に留意して他の目的には使用しません。その他、詳しくは町ホームページをご確認く
ださい。

第三期聖籠町子ども・子育て支援事業計画（案）
　町では、子育て支援に関する様々な分野の取組を総合的、
計画的に推進することを目的に、子ども・子育て支援法に基づ
く「第三期聖籠町子ども・子育て支援事業計画」を策定します。
※ 上記のほか、蓮野地区多目的屋内運動場と亀代地区多目的屋内
運動場でも閲覧できます。

◆意見の提出先：聖籠町子ども教育課
 〒957-0192  聖籠町大字諏訪山1635-４
 FAX：0254-27-2119
 Eメール：
 e-kodomo@town.seiro.niigata.jp
◆募 集 期 間：２月４日（火）から３月５日（水）まで（必着）

聖籠町水道事業ビジョン（案）
　町水道事業にとって普遍的な基本理念や基本方針を継
承しつつ、長期的な視野に立った取組の方向性や今後中
長期に進めていく具体的な取組を示すものとして、令和
６年度に「聖籠町水道事業ビジョン」を更新します。
※ 上記のほか、上下水道課（上水道管理棟内）でも閲覧できます。

◆意見の提出先：聖籠町上下水道課
 〒957-0124  聖籠町大字蓮野1367-３
 FAX：0254-27-5279
 Eメール：
 jyougesui@town.seiro.niigata.jp
◆募 集 期 間：１月31日（金）から３月３日（月）まで（必着）

お問い合わせ
子ども教育課　子ども・子育て支援係

（内線308）

お問い合わせ
上下水道課（上水道管理棟内）水道係

☎27-5141

「聖籠町人口ビジョン2025」「第３期聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（案）
　町では、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、地域の住みよい環境を確保
して、将来にわたって活力ある社会を維持していくことを目的に、「聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
施策の展開を図っています。
　現行の総合戦略は、令和６年度を最終年としていることから、町民、企業、有識者などから構成される推進会議での審議
を経て、町の「人口ビジョン」の見直しを行うとともに、2025年度を初年度とする「第３期総合戦略」の素案を作成しました。

聖籠町屋内遊び場施設整備に関する基本方針（案）
　町では、屋内遊び場施設の整備に向けた検討を進めています。この度、屋内遊び場整備に関する調査検討委員会から提
出された意見書などを踏まえ、町の方針（案）を作成しました。

◆意見の提出先：聖籠町総合政策課　〒957-0192　聖籠町大字諏訪山1635-４
 FAX：0254-27-2119　　Eメール：sousei@town.seiro.niigata.jp
◆募 集 期 間：２月13日（木）から３月14日（金）まで（必着）

お問い合わせ　役場総合政策課　政策係（内線261・262）
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男性の育休の取得について
考えてみよう！

　育児・介護休業法の改正により、令
和４年から「産後パパ育休（出生時育児
休業）」制度が創設され、より取得しや
すくなった男性の育休。
　厚生労働省の調査によると、昨年度
の男性の育休の取得率は30.1％とな
り、令和４年度の17.13％と比べ大幅
に上昇しています。
　また、国では男性の育休取得率を令
和７年度までに50％とする目標を掲
げ、育休を推進する中小企業への支援
を検討するなど、社会全体で男性の育
休を推進する動きが高まっており、さ
らなる取得率の向上が望まれます。

◆男性の育休の重要性
　男性の育休取得は、子どもと過ごす
時間を増やすだけでなく、パートナー
を支えることができる面からも重要視
されています。女性の産後は身体的・
精神的な負担が大きく、特に深刻なの
が「産後うつ」で、重症化すると自死の
要因になることもあります。
　心の支えやケアが特に必要な産後の
時期に、父親がしっかりサポートし、
２人が協力して育児を行うためにも男
性の育休取得が重要な意味を持ちます。

◆男性育休取得を進めるために
・課題
　男性の育休取得には、課題もありま
す。多くの職場で懸念されているのが、
代替要員の確保です。育休を取得する
際に、同僚などへの負担が大きくなる
と感じてしまうことが、育休の取得を
ためらわせる原因の１つとなります。

・改善ポイント
　休みをとりやすくするために、業務
の進め方を見直してみましょう。
　日頃から複数人で業務を分担するな
ど仕事の仕組みを再構築することで、
代替要員の必要性を減らすことができ
ます。また、そういった環境を作るこ
とで、育休取得対象ではない人も休み
やすくなるなど、職場全体の働き方も
改善されます。
　男性の育休取得の推進をきっかけに
労働環境の改善について考えてみませ
んか。

役場総務課　総務管理係（内線222）

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

行政区長名（敬称略）と
各行政区の人口および世帯数※２ 区

長
さ
ん　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

区
長
さ
ん

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

令
和
７
年
の
区
長
さ
ん
が
決
ま
り
ま
し
た
。
区
長
さ
ん
に
は
、
区
長

会
議
へ
の
出
席
、
町
か
ら
の
文
書
の
配
布
や
募
金
の
取
り
ま
と
め
、
除

雪
の
要
望
や
苦
情
の
連
絡
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
な
ど
、
行
政

と
町
民
の
皆
さ
ん
の
パ
イ
プ
役
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
年
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
※
１
。

（単位：人、世帯）
行政区名 区長氏名 人口※3 世帯数

四 ツ 屋 近藤　義明 49 15
道 賀 新 田 渡邊　哲也 122 36
上 大 谷 内 長谷川泰夫 21 ７
真 野 水戸部喜一郎 249 82
丸 潟 小林　一幸 83 33
桃 山 大沼　理一 138 48
山 倉 折笠　一夫 259 82
苔 沼 渡辺　　朗 427 145
中 の 橋 肥田野三男 18 ８
本 諏 訪 山 六井　智二 142 52
山 諏 訪 山 佐藤　利春 434 133
本 大 夫 諏訪　俊幸 101 37
山 大 夫 吉田　正数 758 258
聖 中 ヶ 丘 小泉　誠樹 315 102
本 三 賀 齋藤　幸夫 37 10
山 三 賀 新保　敏明 203 58
二 本 松 伊藤　稔明 687 240
外 畑 新保　秀夫 106 44
蓮 野 二宮　和彦 418 134
杉 谷 内 新保　良一 241 86
正 庵 藤井　清四 192 58
藤 寄 石崎　昭衛 718 246
大 夫 興 野 本間　　哲 198 76
甚 兵 衛 橋 渡辺　義一 111 62
蓮 潟 佐藤　秀治 849 330
蓮 潟 新 田 大澤　寿男 111 35
網 代 浜 堀　　洋司 1497 706
次 第 浜 宮下　金良 1698 611
尾 沢 ヶ 丘 菅原　隆幸 66 60
亀 塚 高松　　進 1423 494
別 條 近藤　俊輔 418 134
八 幡 頓所　　真 110 32
東 山 菅原　正年 137 64
旭 ヶ 丘 坂上　利夫 380 141
ひ ば り が 丘 五十嵐憲夫 507 190
汐 美 台 本間　隼人 423 204
※１　区長さんの任期は集落により異なります。
※２　 人口および世帯数は、令和７年１月１日現在住民基本台

帳に登録されている数字。
※３　外国人を除く。

役場総務課　広報広聴係（内線221）
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～ごみの捨て方を再確認しましょう～

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

　認知症の人を介護する家族同士が集まり、日頃の介護についての出来事や悩み、利用できる医療や介護
サービスのことなどを気軽にお話しします。
　認知症以外の方を介護されている方も参加できますので、ぜひご参加ください。

認知症の人を介護する家族のつどい

２月10日（月）午前10時30分～正午
町保健福祉センター

【参加費】無料
　お申し込みが必要です。地域包括支援
センターへご連絡ください。
　※当日参加大歓迎!!

同じような経験をしている方も一緒に話し合えた。
自分だけでないと自分の介護を後押ししてもらえた。
聴いてもらえるとスッキリする。

～参加者の声～

【ご参加にあたってのお願い】
　・事前にお申し込みをお願いします。
　・悪天候などを理由に中止となる場合があります。
　　その際は、お申し込みされた方へ個別に連絡をさせていただきます。
　・体調不良・発熱などの症状がある場合には、参加の自粛をお願いします。
　・この会で話したことや聞いたことは個人情報です。お互いに秘密を守るようにお願いします。

・ 聖籠町地域包括支援センター（町保健福祉センター内）　☎27-6521

この冬季間においても、ごみを出すときのルール違反が目立っています。
指定された色のネットに正しくごみを出してください。
分別しない場合は、回収できないのでご注意ください。
ルールを守って正しくごみを出しましょう。

ごみの区分 ネット・コンテナの色 出し方

燃やせるごみ ― 指定袋に入れて出す。

燃えないごみ ― およそ50cm以下のものは透明・半透明の袋に
入れてから出す。

スチール缶
アルミ缶 黄色ネット スプレー缶は、ガスを抜き穴をあけてから出す。

空きビン 黄色コンテナ ふたを取り、水洗いしてから出す。

紙パック 緑色ネット 洗って切り開いてから出す。

ペットボトル 青色ネット 水洗いしてから出す。
ふたとラベルは、プラごみとして出す。

プラスチック 赤色または
白色ネット

プラマークがあるものを透明または半透明の袋
に入れてから出す。

乾電池 ― 回収ステーション箱へ
※バッテリー、小型充電式電池は回収しません。

※古紙、蛍光管は、公会堂などの決められた場所へ
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「オレンジカフェなごみ」
（認知症カフェ）

お申し込み・お問い合わせ
聖籠町地域包括支援センター
（町保健福祉センター内）

☎27-6521

　認知症の方やその家族、認知症のこ
とを知りたい方など、どなたでも気軽
に話し合える場です。
　カフェの時間内で、認知症に関する
個別の相談もできます。

日　　時：２月17日（月）
　　　　　午後１時30分～３時

場　　所：なごみの家
　　　　　（結いハート聖籠脇）

参 加 費：無料

申込方法： 電話でお申し込みください。

当日参加OK！

【ご参加にあたってのお願い】
・事前申し込みをお願いします。
・ 悪天候などを理由に中止となる
場合があります。その際には申
し込みされた方へ個別に連絡さ
せていただきます。
・ 参加される方にはマスクの着用
をお願いしております。
・ 体調不良・発熱などの症状があ
る場合は参加の自粛をお願いし
ます。

長寿応援給付金・高齢者応援手当
（経過措置）の申請はお済みですか？

　下記の事業の対象となる方へ８月に申請手続きのご案内を郵
送しています。
　まだお申し込みをされていない方は至急お手続きなどをお願
いします。
　申請期限後にご提出いただいた場合はお支払いできませんの
で、お忘れのないようお願いします。

（１）長寿応援給付金
次の①、②の両方に該当する方

 　①令和６年４月１日時点で聖籠町内に住所を有する方
　　※ 介護保険による住所地特例で聖籠町内の介護保険施

設などに入所している方は対象外
　② 令和６年９月１日時点で70歳以上である方（昭和29年
９月２日以前に生まれた方）

【支給金額】
年齢段階 支給金額
70～74歳 5000円
75～79歳 6000円
80～84歳 7000円
85～89歳 8000円
90～94歳 １万2000円
95歳以上 ２万4000円

【申請方法】 対象の方へ申請書を郵送していますので、必要事項
を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送もしくは長
寿支援課窓口へ直接ご持参ください。

【申請期限】３月31日（月）

『長寿応援給付金』は令和５年度まで実施していた長寿祝金
と高齢者応援手当を整理統合した新しい給付金制度です。

（２）高齢者応援手当（経過措置）
 前年度高齢者応援手当の対象となっていた昭和29年９月
３日～昭和30年12月１日生まれの方

【支給金額】2700円

【申請方法】 対象の方へ申請書を郵送していますので、必要事項
を記入のうえ、長寿支援課へご提出をお願いします。

【申請期限】３月31日（月）

・ 長寿支援課（町保健福祉センター内）　高齢福祉係
　　　 ☎20-7433

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

お茶を飲みながら一緒に
お話ししたり、体操で身体を
動かしたりしてみませんか？
ゲームも予定しています！
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結婚支援の
お問い合わせ

総合政策課　政策係
（内線261）

聖籠町の補助金の申請はお済みですか？
～お早めに申請をお願いします～

「所得」とは？

給与所得のみの方
所得＝令和５年の給与の収入金額－給与所得控除額
※ 給与所得のみの場合、令和５年分源泉徴収票の「給与所得
控除後の金額（調整控除後）」の金額が参考になります。

自営業者の方
所得＝令和５年の１年間の売上金額－必要経費
奨学金を返済している方
令和５年中に返済した金額を所得から控除できます。

「年収」や「手取り額」とは
異なります！

結婚新生活支援補助金
新たに婚姻された世帯の新生活にかかる
経費を最大60万円補助します！
対　 象　 令和６年１月１日～令和７年３月31日に婚姻し

た世帯
補 助 額　・夫婦ともに29歳以下の世帯：最大60万円

　・上記以外の39歳以下の世帯：最大30万円
主な要件　・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下

　・聖籠町に２年以上継続して居住する意思がある
　・ 夫婦の年間合計所得金額の合算額が500万円未

満
対象経費　・住宅の取得費用（建物の購入、新築）

　・住宅のリフォーム費用（修繕、増改築、設備更新）
　・住宅の賃借費用
　　（賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料）
　・引越費用

◀結婚新生活
　支援補助金
　ホームページ

「“ハートマッチ”にいがた」とは？
　新潟県が導入した、１対１の出会いをサポー
トする会員制の婚活マッチングシステムです！
詳しくは、「“ハートマッチ”にいがた」のホーム
ページをご覧ください。
お問い合わせ
にいがた出会いサポートセンター　
☎025-384-4151

結婚活動支援補助金
「“ハートマッチ”にいがた」の入会登録料の
２分の１（半額）を補助します！
対　 象　 令和６年４月１日以降に「“ハートマッチ”にいがた」に

入会登録をした方（再登録の方も含みます）
主な要件　・入会登録時に聖籠町に住民登録している

　・過去にこの補助金を受けたことがない

◀結婚活動
　支援補助金
　ホームページ

成婚 244組R7.1.15
現在

えんびらき
婚活イベント開催のお知らせ

日　　 時 ３月２日（日）午後１時30分～５時
会　　 場　三光寺（新発田市諏訪町２-３-25）
対 　 象　  概ね30歳～45歳の未婚の方
料 金　男性5000円　女性2000円
申し込み・問い合わせ

　 ㈱トアイリンクス「ムルーブ事務局」へ電話
　 （☎025-290-7606　午前９時～午後６時　※土日
祝も受付）

　 または同社ホームページからお申し込みください。
▲ムルーブ
事務局

申し込みページ

後援：新発田市・胎内市・聖籠町
新潟県“「出会いの一歩・縁結び」応援プロジェクト”補助イベント
協力：しばたひなびらき実行委員会

　新発田・胎内婚活事業実行委員会が
主催する婚活イベントです。新発田市
のひな祭りイベント「ひなびらき」にあ
わせて、和菓子に合うコーヒーとミニ
ブーケづくりが楽しめます。
　地域の同世代で交流しながら、気軽
に出会いを探してみませんか。ぜひご
参加ください。

申し込み受付中

詳しくは
こちらから
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暮
ら
し
の
お
困
り
ご
と
相

談
所
を
イ
オ
ン
新
発
田
店

で
開
催
し
ま
す

　

行
政
相
談
委
員
お
よ
び
総
務
省
新

潟
行
政
評
価
事
務
所
は
、
地
域
の
皆

さ
ま
が
お
困
り
ご
と
を
身
近
に
相
談

で
き
る
よ
う
に
、
イ
オ
ン
新
発
田
店

で
、「
暮
ら
し
の
お
困
り
ご
と
相
談

所
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
所
で
は
、
下
越
地
区
の
行
政

相
談
委
員
や
新
潟
行
政
評
価
事
務
所

の
職
員
が
、
親
身
に
な
っ
て
相
談
を

お
聞
き
し
ま
す
の
で
、
お
買
い
物
つ

い
で
に
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

〇 

イ
オ
ン
新
発
田
店
で
の
相
談
所
開

催
日
時

 

毎
月
第
１
金
曜
日
の
午
前
10
時

〜
正
午
（
直
近
で
は
、
２
月
７

日
（
金
）
お
よ
び
３
月
７
日
（
金
）

に
開
催
予
定
）

 

イ
オ
ン
新
発
田
店
（
新
発
田
市

住
吉
町
５
丁
目
11
‐
５
）

 

総
務
省　

新
潟
行
政
評
価
事
務
所

　

☎
０
２
５
‐
２
８
２
‐
１
１
１
２

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

　聖籠町内に空き家を所有（管理）している方、または将来空き家になる可能性のある物件を所有し
ている方を対象に、専門家による空き家の無料相談会を開催します。
　空き家の日常的な管理でお困りの方、空き家の有効活用をお考えの方、建物の相続登記でお困り
の方など、お気軽にご相談においでください。
　また、当日、会場までおいでになれない方を対象に、電話での相談受付も行います。下記をご確認いただき、
お気軽にご相談ください。

各分野の専門家がお答えします！

空 き 家 相 談 会相談
無料

ご確認いただきたいこと

日　　 時 ３月 ２日（日）　午後１時～４時
場　　 所 町民会館　小ホール（駐車場有、聖籠町大字諏訪山1280）
お申し込み 事前予約制（当日もお受けしますが、ご予約を優先します。）
ご予約は聖籠町生活環境課（☎27-2111、内線283）へお電話ください。
２月27日（木）までの平日午前８時30分～午後５時15分で承ります。

〈電話での相談受付〉
　当日、会場までおいでになれない方を対象に、電話での相談受付を受け付けます。２月27日（木）まで
の平日午前８時30分～午後５時15分に、聖籠町生活環境課（☎27-2111、内線283）まで、相談内容を整
理した上でご連絡ください。３月３日以降に、随時回答させていただきます。

１．相談時間はお一人様約30分程度でお願いします。
２．お客様が多数の場合はお待ちいただく場合があります。
３．登記簿謄本、戸籍などの写しをお持ちの場合は、ご用意いただくと便利です。

お問い合わせ　役場生活環境課　地域安全係（内線283）

参加団体と相談内容 　どこの団体に相談したらよいかわからない場合は、お客様のご相談内容に応じて
スタッフが専門性のある団体をご紹介します。

新潟県弁護士会 空き家の相続、成年後見など権利関係の整備、空き家をめぐる紛争の解決に関すること
新潟県司法書士会 土地・建物の相続登記、成年後見などに関すること
新潟県行政書士会 空き家の所有者・相続人の確認、利用・活用に伴う行政手続きや契約などに関すること
新潟県土地家屋調査士会 建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認に関すること
聖籠町建設業協会 建物の取り壊し、修繕維持などに関すること
新潟県宅地建物取引業協会 不動産の売買や賃貸に関すること
新発田地域シルバー人材センター 空き家の維持管理に関すること

21　R7.2広報聖籠



アルビレックス
新潟情報 !!

ト
ッ
プ
チ
ー
ム

新
年
の
ご
挨
拶

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

日
頃
よ
り
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ

ま
、後
援
会
の
皆
さ
ま
、パ
ー
ト
ナ
ー

企
業
の
皆
さ
ま
、
そ
し
て
、
ホ
ー
ム

タ
ウ
ン
の
皆
さ
ま
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
多
大
な
る
ご
支
援
と
ご
声
援

を
賜
り
、深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

２
０
２
３
年
に
Ｊ
１
リ
ー
グ
へ

昇
格
し
２
年
目
の
挑
戦
と
な
っ
た

２
０
２
４
シ
ー
ズ
ン
、
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
は
ク
ラ
ブ
を
支
え
て
く
だ

さ
る
皆
さ
ま
の
多
大
な
る
ご
支
援
と

温
か
い
ご
声
援
の
も
と
、
Ｊ
リ
ー
グ

Ｙ
Ｂ
Ｃ
ル
ヴ
ァ
ン
カ
ッ
プ
に
お
い

て
、
ク
ラ
ブ
史
上
初
の
決
勝
進
出
を

果
た
し
ま
し
た
。
大
会
史
上
最
多

６
万
２
５
１
７
人
の
ご
来
場
と
な
っ

た
国
立
競
技
場
の
決
勝
の
舞
台
で
、

選
手
た
ち
は
Ｐ
Ｋ
戦
ま
で
も
つ
れ
る

大
接
戦
を
演
じ
、
準
優
勝
を
お
さ
め

ま
し
た
。
試
合
結
果
の
み
な
ら
ず
、

決
勝
戦
の
開
催
決
定
か
ら
観
戦
チ

ケ
ッ
ト
が
早
々
に
完
売
を
迎
え
、
ま

た
上
越
新
幹
線
や
バ
ス
ツ
ア
ー
が
た

び
た
び
増
便
さ
れ
る
な
ど
、
新
潟
サ

ポ
ー
タ
ー
の
行
動
が
地
域
活
性
に
寄

与
す
る
と
い
っ
た
側
面
も
あ
り
、
大

変
誇
り
に
感
じ
る
も
の
で
し
た
。

一
方
で
、
Ｊ
１
リ
ー
グ
戦
に
お
い

て
は
、
最
終
戦
ま
で
残
留
に
向
け
た

戦
い
と
な
っ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
低
限
の
目
標

で
あ
る
Ｊ
１
残
留
を
掴
み
取
っ
た
こ

と
を
前
向
き
に
捉
え
る
と
と
も
に
、

２
０
２
５
シ
ー
ズ
ン
は
よ
り
高
み
を

目
指
し
て
、
ク
ラ
ブ
一
丸
と
な
っ
て

進
ん
で
ま
い
り
ま
す
。そ
の
た
め
に
、

招
聘
し
た
樹
森
大
介
新
監
督
の
も

と
、
ト
ッ
プ
チ
ー
ム
に
加
わ
っ
て
く

れ
た
選
手
や
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
ク

ラ
ブ
と
し
て
最
大
限
の
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

ク
ラ
ブ
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
引

き
続
き
、
夢
を
与
え
ら
れ
る
人
づ

く
り
、
活
気
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

り
、
豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
創
造

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
胸
に
抱
き
な

が
ら
、
新
潟
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、
チ
ー
ム
の

勝
利
と
同
様
に
目
指
し
て
ま
い
り
ま

す
。本

年
も
何
卒
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

株
式
会
社
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

代
表
取
締
役
社
長

中
野
幸
夫

２
０
２
５
シ
ー
ズ
ン
２
月
・
３
月

開
催
分
日
程
決
定
！

２
０
２
５
明
治
安
田
Ｊ
１
リ
ー
グ

の
２
月
・
３
月
分
の
開
催
日
、
キ
ッ

ク
オ
フ
時
刻
、
会
場
な
ど
が
決
定
し

ま
し
た
。
ホ
ー
ム
開
幕
は
３
月
２
日

（
日
）、
セ
レ
ッ
ソ
大
阪
と
の
対
戦
で

す
。

第
１
節

２
月
15
日
（
土
）

vs
横
浜
Ｆ・マ
リ
ノ
ス（
ア
ウ
ェ
イ
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
２
節

２
月
22
日
（
土
）

vs
清
水
エ
ス
パ
ル
ス（
ア
ウ
ェ
イ
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
３
節

２
月
26
日
（
水
）

vs
鹿
島
ア
ン
ト
ラ
ー
ズ
（
ア
ウ
ェ
イ
）

　
　
午
後
７
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
４
節

３
月
２
日
（
日
）

vs
セ
レ
ッ
ソ
大
阪
（
ホ
ー
ム
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
５
節

３
月
８
日
（
土
）

vs
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
（
ホ
ー
ム
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
６
節

３
月
15
日
（
土
）

vs
Ｆ
Ｃ
町
田
ゼ
ル
ビ
ア
（
ア
ウ
ェ
イ
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
７
節

３
月
29
日
（
土
）

vs
ガ
ン
バ
大
阪
（
ホ
ー
ム
）

　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

※（
ホ
ー
ム
）
は
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス

ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
で
の
開
催
で
す
。

レ
デ
ィ
ー
ス

Ｗ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｙ
を

実
施
し
ま
し
た

２
０
２
１
年
９
月
に
開
幕
し
た

Ｗ
Ｅ
リ
ー
グ
は
正
式
名
称
を
「
Ｗ
ｏ

ｍ
ｅ
ｎ
Ｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
Ｌ

ｅ
ａ
ｇ
ｕ
ｅ
」
と
い
い
、″
女
子
サ
ッ

カ
ー
・
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
、
夢
や

生
き
方
の
多
様
性
に
あ
ふ
れ
、
一
人

ひ
と
り
が
輝
く
社
会
の
実
現
・
発
展

に
貢
献
す
る
〞
こ
と
に
価
値
を
見
出

し
、
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
目

標
の
実
現
の
た
め
に
集
ま
り
行
動
を

起
こ
す
日
が
Ｗ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｄ
Ａ
Ｙ
で
す
。
今
回
、「
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス
・
女
子
サ
ッ

カ
ー
を
応
援
す
る
人
の
幅
（
多
様

性
）
を
拡
げ
る
た
め
に
は
」
を
選
手

た
ち
全
員
で
考
え
る
こ
と
で
ク
ラ
ブ

を
応
援
し
て
い
た
だ
け
る
人
を
増
や

す
た
め
に
選
手
一
人
ひ
と
り
が
行
動

す
る
こ
と
を
目
指
し
一
般
の
方
へ
向

け
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
選
手

た
ち
が
５
つ
の
班
に
分
か
れ
て
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。
選

手
た
ち
は
フ
ァ
ン
の
皆
さ
ま
か
ら
い

た
だ
い
た
愛
情
あ
ふ
れ
る
ご
意
見
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や
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
ふ
れ
な

が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
可
能
性
に
つ
い

て
話
し
合
い
ま
し
た
。
１
月
７
日
と

９
日
に
行
わ
れ
た
こ
の
Ｗ
Ｅ
Ａ
Ｃ

Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｙ
の
様
子
は
ク
ラ

ブ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
さ
れ

ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な

お
、
こ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
出

た
ア
イ
デ
ィ
ア
は
３
月
以
降
の
ホ
ー

ム
ゲ
ー
ム
で
実
現
を
目
指
し
て
い
く

予
定
で
す
。
ぜ
ひ
選
手
た
ち
が
自
分

た
ち
で
考
え
た
企
画
内
容
を
試
合
会

場
で
体
験
し
て
く
だ
さ
い
。

新
加
入
選
手
の
ご
紹
介

２
０
２
５
年
２
月
よ
り
ア
ル
ビ

レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス
に
４
名

の
選
手
が
加
入
す
る
こ
と
が
決
定
い

た
し
ま
し
た
。
東
洋
大
学
体
育
会

サ
ッ
カ
ー
部
か
ら
は
、
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
の
加
入
内
定
が
決
定
し
て

い
る
稲
村
隼
翔
選
手
と
同
級
生
で

ゴ
ー
ル
前
の
チ
ャ
ン
ス
メ
イ
ク
が
得

意
な
宮
本
妃ひ

菜な

里り

選
手
。
な
で
し
こ

リ
ー
グ
１
部
ス
フ
ィ
ー
ダ
世
田
谷
Ｆ

Ｃ
か
ら
２
０
２
４
年
な
で
し
こ
リ
ー

グ
ベ
ス
ト
イ
レ
ブ
ン
に
選
ば
れ
た
新

堀
華か

波な
み

選
手
、
女
子
サ
ッ
カ
ー
部
の

強
豪
校
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
枝
順
心

高
校
サ
ッ
カ
ー
部
か
ら
は
藤ふ
じ

原は
ら

凛り

音お
ん

選
手
が
新
た
に
加
わ
り
ま
す
。ま
た
、

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス

Ｕ-

18
に
所
属
し
て
い
る
横
山
笑え

愛ま

選
手
も
２
月
よ
り
正
式
に
ト
ッ
プ

チ
ー
ム
へ
昇
格
い
た
し
ま
す
。
３
月

か
ら
後
半
戦
が
再
開
さ
れ
る
Ｓ
Ｏ
Ｍ

Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
リ
ー
グ
に
向
け
て
新
た

な
戦
力
を
迎
え
て
更
な
る
進
化
を
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
応

援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

Ｗ
Ｅ
リ
ー
グ
後
半
戦
再
開
後
最
初

の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
の
日
程
が
決

定
！ア

ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー

ス
の
ウ
イ
ン
タ
ー
ブ
レ
イ
ク
明
け
の

ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
は
３
月
９
日
（
日
）

に
強
豪
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
神
戸
レ
オ
ネ
ッ
サ

を
迎
え
て
対
戦
い
た
し
ま
す
。
会
場

は
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア

ム
で
す
。
リ
ー
グ
戦
と
カ
ッ
プ
戦
の

準
決
勝
で
は
惜
し
く
も
敗
れ
た
相
手

で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
冬
季
中
断

期
間
で
成
長
し
、
タ
イ
ト
ル
に
挑
む

べ
く
戦
い
ま
す
。
後
半
戦
も
熱
い
応

援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
第
19
回
親
子
ふ
れ
あ
い
サ
ッ
カ
ー

フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し
ま
し
た
】

10
月
27
日
に
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ

カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
に
て
第
19
回
親
子
ふ

れ
あ
い
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
タ
を
開
催

し
ま
し
た
。
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
恒

例
行
事
で
す
。

学
生
た
ち
は
７
月
か
ら
こ
の
日
ま

で
日
々
準
備
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

当
日
は
過
去
最
多
と
な
る
５
０
０
人

を
超
え
る
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、

各
ブ
ー
ス
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。サ
ッ
カ
ー
教
室
で
は
サ
ッ
カ
ー

専
攻
科
の
選
手
た
ち
が
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
サ
ッ
カ
ー
を
楽
し
み
、
体

育
館
で
の
ビ
ン
ゴ
大
会
で
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
景
品
を
ご
用
意
し
、
と
て
も

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
教
室
を
使
っ

て
行
わ
れ
た
ヨ
ー
ヨ
ー
釣
り
・
輪
投

げ
、
工
作
は
親
子
で
協
力
し
て
行
っ

て
い
た
ご
家
族
が
多
く
見
ら
れ
ま
し

た
。
親
子
の
絆
も
大
い
に
深
ま
っ
た

と
思
い
ま
す
。
飲
食
ブ
ー
ス
で
は
焼

き
そ
ば
や
ポ
テ
ト

な
ど
を
販
売
し
、

満
面
の
笑
み
で
お

い
し
そ
う
に
食
べ

て
い
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

今
年
も
開
催
予
定
で
す
の
で
、
学

生
・
ス
タ
ッ
フ
一
同
ま
た
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

【
春
の
ス
ポ
ー
ツ
体
験
フ
ェ
ス
タ

２
０
２
５
開
催
決
定
】

今
年
も
春
の
ス
ポ
ー
ツ
体
験
フ
ェ

ス
タ
の
開
催
が
決
定
し
ま
し
た
！
開

催
は
３
月
下
旬
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
10
月
に
行
わ
れ
た
第
19
回
親
子

ふ
れ
あ
い
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
タ
で
出

た
課
題
や
ご
意
見
を
も
と
に
、
よ
り

良
い
も
の
に
で
き
る
よ
う
、
現
在
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

当
日
は
親
子
ふ
れ
あ
い
サ
ッ
カ
ー

フ
ェ
ス
タ
同
様
、
屋
外
と
屋
内
に
分
か

れ
る
予
定
で
す
！
ま
た
目
玉
企
画
と

し
て
２
０
２
５
シ
ー
ズ
ン
の
Ｊ
Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
新
体
制
お

披
露
目
会
が
開
か
れ
る
予
定
で
す
。
昨

シ
ー
ズ
ン
果
た
せ
な
か
っ
た
北
信
越

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
優
勝
＆
Ｊ
Ｆ

Ｌ
昇
格
を
目
指
し
、
新
シ
ー
ズ
ン
を
戦

う
選
手
・
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
温
か
い
ご

声
援
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
ブ
ー
ス
の
詳
細
が
未
定
な
部

分
も
多
く
あ
り
ま
す
。
随
時
続
報
を
お

待
ち
く
だ
さ
い
！

【
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
表

彰
式
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
】

12
月
７
日
に
Ｈ
Ｆ
Ｌ
表
彰
式
に
参

加
し
て
き
ま
し
た
。
表
彰
式
に
て
、

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
所

属
の
渡
辺
亮
太
選
手
が
ア
シ
ス
ト

王
、
倉
持
一
輝
選
手
が
優
秀
選
手
賞

に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
ア
シ
ス
ト
王

の
渡
辺
選
手
は
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
リ
ー
グ
前
半
戦
か
ら
ゴ
ー
ル
や
ア

シ
ス
ト
で
チ
ー
ム
を
牽
引
し
、
勝
利

に
導
く
大
活
躍
で
し
た
。
優
秀
選
手

賞
の
倉
持
選
手
は
常
に
安
定
し
た
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
ゴ
ー
ル
を
守
り
抜

き
ま
し
た
。

北
信
越
社
会
人
サ
ッ
カ
ー
連
盟
様

か
ら
、
全
国
社
会
人
サ
ッ
カ
ー
選
手

権
大
会
優
勝
に
よ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
が
特
別
表
彰
式

に
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
社
会

人
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
は
、
Ｊ

リ
ー
グ
の
一
つ
下
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

Ｊ
Ｆ
Ｌ
の
所
属
チ
ー
ム
を
除
く
、
社
会

人
チ
ー
ム
を
対
象
と
し
て
毎
年
10
月

頃
に
開
催
さ
れ

る
大
会
で
す
。

ト
ー
ナ
メ
ン
ト

で
５
試
合
に
勝

ち
、
見
事
新
潟

県
勢
初
優
勝
を

果
た
し
ま
し
た
。

HP

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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　１月12日（日）、集落に伝わる伝統行事「さいの神」が
お不動山でとり行われました。集落の青年部が朝から
作り上げた高さ５メートルほどのさいの神には、各家
庭から正月飾りなどが持ち込まれ、赤々と燃え上がる
炎を囲んで今年１年の無病息災を祈りました。当日は
久しぶりの青空が広がり、集まった50人ほどの人たち
にはお神酒や甘酒がふるまわれ、子どもたちは、竹竿
の先につけたするめを焼くのを楽しみながら歓声を上
げていました。
※小林純一さん（山大夫）から、投稿いただきました。

善意のご寄附をいただきましたのでお知らせします。
　寄附金は有効に使わせていただきます。ありがとう
ございました。

（敬称略）

氏　名
（企業・団体名） 金　額 使　途

石山　洸 100万円
アルビレックス新潟
との連携によるス
ポーツ振興

新発田信用金庫 100万円 学校の児童図書購入

聖友ゴルフクラブ ３万円 中学校部活動の振興

役場総合政策課　財政係（内線264）

山大夫で伝統の「さいの神」 町への寄附の状況

　町では、企業版ふるさと納税（※）を活用して、地方創生事業に取り組んでいます。
　この度、以下のとおり寄附を受けましたのでお知らせします。
（※） “企業”が国に認定された地方公共団体の地方創生事業に対して“寄附”を行った場合に、税制上の優遇措置を

受けられる制度です。

（企業ロゴマーク）

企　業　名 笹菊薬品株式会社
本社所在地 新潟県加茂市幸町1-16-16
寄 附 年 月 令和６年12月
寄　附　額 10万円
活 用 事 業 アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト

（企業ロゴマーク）

企　業　名 医療法人 彩佑会（おおつかこどもクリニック）
本社所在地 新潟県新潟市中央区近江3-1-45
寄 附 年 月 令和６年12月
寄　附　額 20万円
活 用 事 業 アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト

（企業ロゴマーク）

企　業　名 昭和電機産業株式会社
本社所在地 長野県長野市三輪荒屋1154番地
寄 附 年 月 令和６年12月
寄　附　額 100万円
活 用 事 業 アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト

※ 「アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト」へのご寄附については、寄附額のうち10％を町の地方創
生事業に充当しています。

役場総合政策課　政策係（内線261）

企業版ふるさと納税による寄附を受けました

ゴ
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町の宝
で～す
12月の

乳児健診から

　この写真は保健福祉センター
で行われている乳児健診会場で
主に４か月健診対象乳児を撮影
しています。

元気に育ってね！

食は味楽来食は味楽来
ミ　　ラ　  クル

聖籠町学校給食共同調理場では…
　学校生活管理指導表（医師の診断）をもとに対応を決定
し、学校を通して、毎月の対応を保護者へご連絡します。
　除去食（アレルゲンとなる食品を除いた料理）だけでな
く、代替食（アレルゲンを含まない代わりの料理）を提供
しています。（原因となる食品により、弁当持参をお願い
することもあります。）

お問い合わせ　学校給食調理場　栄養教諭　☎27-7730

斉藤 誠
まこ

斗
と

ちゃん 石川 蒼
あお

葉
ば

ちゃん

石川 千
ち は や

晴弥ちゃん 中山 蒼
そう

大
た

ちゃん

　小鍋に取り分けて調理し、専用容器に入れて　小鍋に取り分けて調理し、専用容器に入れて
各学校へお届けします。各学校へお届けします。

アレルギー対応食（除去食）をアレルギー対応食（除去食）を
作っている様子作っている様子

◎食物アレルギーの場合、医師の正しい診断に基づいて、原因となる食べ物を食べないようにしますが、自己
判断するのは危険です。学校給食に関する食物アレルギー対応へのお問い合わせは、下記へご連絡ください。

２/17～23は
アレルギー週間です

食物アレルギーとは？
ある特定の食べ物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質など（アレルゲン）を異物として
認識し、過剰に防御することによって、じんましんや腹痛、おう吐、ゼイゼイ・ヒューヒューなどの
喘鳴や息苦しさなどの症状を起こすことをいいます。
　食べるだけでなく、触ったり吸い込んだりしただけでも症状が出ることがあり、場合によっては命
に関わる危険な状態になることもあります。

　◎食物アレルギーの原因になりやすい食品（８品目：特定原材料として表示義務があるもの）
　　たまご　　　　牛乳　　　　 小麦　　　　 えび　　　 　かに　　　　 落花生　　　　そば　　 　 くるみ
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　12月18日（水）、せいろう幼稚園でクリスマス
会が開かれました。この日をとても楽しみにして
いた子どもたち。サンタさんに「なんでみんなの
家がわかるの？」「なんで冬しか来ないの？」と質
問したり、大きな声で「ありがとう」と伝えてプレ
ゼントを受け取ると、お礼に元気いっぱいクリス
マスソングを歌いました。

メリークリスマス♪
サンタさん、ありがとう

　１月12日（日）に、役場を会場に聖籠町消防出初
式が行われました。
　各地域の消防団が火災予防を呼びかけながら町
内を巡回し、その後、車両パレード、そして安全
祈願を行いました。
　地域、家庭、そして一人ひとりが火事をださな
いようにして、無火災の年となるよう火の用心願
います。

火の用心願います
～消防出初式開催～

「第５回新潟ふるさとＣＭ大賞」 第３位入賞！

　県内の各市町村が、わが町をPRするCMを制作する、「新
潟ふるさとCM大賞」。第５回となる今回、聖籠町の作品が、
第３位に入賞しました。
　今回は、果樹のまち聖籠のぶどう園へのアクセスをめぐ
り、新キャラクター（？）・メカ緑丸との攻防が繰り広げ
られます。
　受賞作品は、町ホームページからご覧いただけるほか、
副賞として実際にテレビで40本放送されます。
　また、役場１階にて、メカ緑丸や過去の受賞トロフィー
を展示していますので、役場へお越しの際にぜひご覧くだ
さい。

これまでの作品と成績
作品名 成績

第１回 ＃聖籠町～ぶどう編～ 参加賞

第２回 つながろう　せいろう 参加賞

第３回 浜男　－HAMADANー 審査員特別賞

第４回 オモコワい町 第５位

第５回 緑丸VSメカ緑丸
～ぶどう畑へのAccess～ 第３位


